平成22年　　月　　日

近畿税理士会制度部　御中

税理士　　　　　　　　　印
（登録番号　　　　　　　　　　）

「税理士法改正に関するプロジェクトチームによる
タタキ台」に関する意見

（１）税理士の資格

　●　「税理士となる資格を有する者は、税理士試験に合格した者を原則とする。弁護士・公認会計士の資格者に対しては、能力担保措置として、弁護士は会計学に属する科目に、公認会計士は税法に属する科目に合格することを原則とする。」ことに賛成します。

· 　また、規制改革会議が、平成21年12月4日に「規制改革の課題」で提言した「税理士と公認会計士の業務の相互参入」については、反対します。

税法に精通した者が申告納税制度の理念にそって、納税者の信頼に応えるという税理士の業務は、公認会計士が株主等の信頼に応えるためにする監査業務とは大きくかけ離れるものであります。

税理士と公認会計士の業務は、相互参入できるものではなく、それぞれ個別に高度の専門性を保持し国民の権利利益に寄与すべきものであります。

　　　従って、「税理士でない者は税理士業務を行うことができない（税理士法第52条）」という制度の維持を強く要望いたします。

